
  

（２）通りを中心とした景観整備・改善 

 
歩道等の整備・歩行空間のバリアフリー化

・歩行者等と自動車交通を分離することにより、歩行者等の安全を確保し、併せて道路交
　通の円滑化に資するため、特定交通安全施設等整備事業による歩道等の整備を推進。

・主要な鉄道駅等を中心とする地区においては、高齢者、身体障害者等に配慮した、安全
　で快適な歩行空間を確保するため、交通バリアフリー法に基づき、バリアフリー化され
　た歩行空間の整備を推進。

●歩道・自転車歩行者道の整備 ●歩行空間のバリアフリー化

放置自転車対策として駐
輪場の整備

電線類の地中化等による幅
の広い歩道の整備

視覚障害者誘導用ブ
ロックの設置

歩道の段差・傾斜・勾
配の改善

：バリアフリｰ歩行空間

エレベータの設
置

歩行者案内標識の
設置

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

くらしのみちゾーン(仮称)の形成

・質の高い生活環境を実現していくため、生活道路を車よりも歩行者等を優先とし、安全
な交通環境を形成するとともに、無電柱化や緑化、バリアフリー化を進め、快適な生活
空間を実現。

・対象地区は、公募により意欲の高い地区を募集し、40地区前後の応募があったところ。

安　　全

●美しい街並みの創出・・・無電柱化・緑化　等
●ゆとりの創造・・・・・・・・・たまりスペース　等

【無電柱化・緑化等により景観を向上】

●通過交通の排除
　　・・・・・一方通行、ハンプ、路側表示等　　

【歩行空間のバリアフリー化】
・歩道の段差・傾斜・勾配の改善
・視覚障害者誘導用ブロックの設置　
・透水性舗装、保水性舗装などの整備　等

　
【速度規制】

ゾーン出入口に標識設置

【ハンプ】
道路を凸部に舗装

【クランク】
車の通行部分を
ジグザグに蛇行

快　　適

地区面積：概ね500m四方
【たまりスペース】
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